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新型インフルエンザの国内発生に係る血液製剤の安全性確保について

新型インフルエンザの国内発生例が報告されたことを受け、貴職におかれま

しては血液製剤の安全性確保の観点から下記の通り対応をお願いします。

記

１ 献血希望者の発熱等の症状の有無の確認を一層徹底すること。また、「ウ

エストナイルウイルス等の輸入感染症対策に係る採血禁止期間の変更につい

て」（平成16年7月13日、薬食発第0713008号）により通知した海外渡航歴の
ある者の取扱いについても引き続き徹底されたい。

２ 献血希望者が新型インフルエンザに罹患の疑いのある患者（季節性インフ

ルエンザを除く。）と7日以内に濃厚な接触があったことを申告した場合には、
当該献血者に発熱等の症状がなくとも採血を行わないこと。

３ 献血を行った者が、献血後7日以内に新型インフルエンザ患者又は新型イ
ンフルエンザに罹患の疑いのある患者（季節性インフルエンザを除く。）と

なった場合には、直ちに献血を行った赤十字血液センターに対し、献血を行

った事実を伝えるよう、採血当日に献血者に周知すること。

４ 採血した血液が、献血を行った者又は医療関係者等からの献血後情報によ

り新型インフルエンザに罹患している者の献血によるものと判明した場合、

当該血液を血液製剤の原料としないこと。

また、当該血液を原料とする血液製剤が既に医療機関に供給されていた場
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合は、当該医療機関に対して遅滞なく当該献血後情報を提供するとともに、

未使用の場合には当該製剤を回収すること。


